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衆
議
院
議
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鈴
木
貴
子
君
提
出
国
会
議
員
の
歳
費
の
あ
り
方
等
に
対
す
る
安
倍
晋
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見
解
に
関
す
る
再
質
問
に
対

し
、
別
紙
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を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
国
会
議
員
の
歳
費
の
あ
り
方
等
に
対
す
る
安
倍
晋
三
内
閣
の
見
解
に
関
す
る
再
質
問
に

対
す
る
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弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
衆
参
両
院
議
員
の
歳
費
を
二
割
削
減
す
る
措
置
」
に
つ
い
て
は
、
議
員
立
法
で
あ
る
国
会
議
員
の
歳
費
及
び

期
末
手
当
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
十
九
号
）
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
も
の
と
承
知
し
て
お

り
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
六
年
四
月
三
十
日
内
閣
衆
質
一
八
六
第
一
三
二
号
）
一
か
ら
三
ま
で

に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。


